第２号様式（第３条関係）

協　　定　　書

　活動団体　○○○○○○（以下「甲」という。）と喜界町（以下「乙」という。）

とは、地域内の喜界町管理道路の道路環境整備活動を推進するため、道路の草刈活動に関する協定を次のとおり締結する。
（対象区間）

第１条　この協定に基づく対象区間は、次のとおりとする。

路線名：○○線
　　　　区　間：道路管理者と立会い確定した始点から○○ｍ地点まで

　　　　

（活動内容）

第２条　甲は、対象区間の道路草刈活動について、年間１回以上の草刈活動を行い、常に道路を清潔で良好な状態に保つよう努めるものとする。

２　甲は、草刈活動において、道路及び道路施設の異常等を発見した場合は、速やかに乙に通報するものとする。

（活動計画書の提出）

第３条　甲は、活動計画書（第３号様式）を乙に提出するものとする。

（法令の遵守、作業の安全等）

第４条　甲は、道路草刈活動を行うに当たっては、法令を守り、自己の責任において作業を行い、けが等をしないよう安全には十分注意を払うものとする。

２　甲は、作業中の事故及び第三者との紛争について自ら責任を負うものとする。

（ごみ等の処分）

第５条　甲は、草刈活動により発生した刈草の処分については、喜界町立クリーンセンターに持ち込み、適正に処分するものとする。

（事故等の報告）

第６条　甲は、道路草刈活動において事故等が発生したときは、乙に対して速やかに事故等報告書（第７号様式）を提出するものとする。

（活動実績の報告）

第７条　甲は、草刈活動が終了した場合は、速やかに活動実績報告書（第５号様式）により、乙に報告するものとする。
（道路管理者の役割）

第８条　乙は、甲の活動に対して綿密な連携をもつて積極的に協力するものとする。

（備品等の貸し付け）

第９条　乙は、甲が行う草刈活動に必要な備品（作業時看板、矢印、飛び石防止ネット）等について、必要に応じて貸し付けを行うものとする。

（道路管理者の指示）

第10条　乙は、甲に対して、道路管理上必要な指示を行うものとし、甲はこの指示に従うものとする。

（協定の解除）

第11条　乙は、甲が協定の解除を申し出たとき、この協定に定める義務を履行していないと認められるとき、または、活動団体としてふさわしくないと認められるときは、この協定を解除できるものとする。

（疑義の解決）

第12条　この協定に定めのない事項または疑義が生じたときは、甲乙協議のうえ

解決するものとする。

　　年　　月　　日

甲　住　所
団体名
氏　名　代表　　　　　　　　　㊞

乙　喜界町長　　　　　　　　　　　㊞
